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去る１２月４日、１８時から２０時まで秦荘東小学校にて、令和６年度 第３回 学校

運営協議会を開催しました。秦荘東小学校の子ども達の健やかな成長を願い、地域に住ま

う者として、微力であっても何らかのサポートができないかと協議し、可能なことに関し

ては推進していくというのが学校運営協議会の目的です。 

 今回も、２学期以降の学校での取組を中心に振り返っていきました。その中で、運動会

での華美な髪型などの身なりやスマートフォンの取り扱いについて、子どもたちの現状を

もとに多くの時間を費やして話し合いました。特に、子ども達がスマートフォンを介して

様々なつながりをもち、自身のことをアップすることに夢中になっている様子が伺えまし

た。 

 学校にスマートフォンは持って来ないという約束になっていますが、運動会では持ち込

んだスマートフォンで撮っていたり、学校内で友だちと写真を撮って SNS にあげたりする

という事案がありました。先生方はその都度根気強く指導を行ってくださっていますが、

こういった問題が後を絶たないのが現状のようです。本来ならば、学びの場である学校で、

このようなことが行われることが問題であると考えます。 

また、秦荘東小学校の子ども達は、スマートフォンやゲーム等に費やす時間が、非常に

長いという事実があり、裏を返すとその分、学習や運動などに取り組む時間が短いことに

なります。今一度、各ご家庭でお子様のスマートフォンの使用状況を把握し、適切に管理・

監督していただくことが、全ての子ども達の安全・安心で健やかな成長につながると考え

ます。 

 特に今回の協議会で、本学校運営協議会は、子ども達がスマートフォンの安易な利用に

より、いじめや個人情報の漏洩、ストーカー被害、連れ去りなどの様々な危険にさらされ

ていることを大きな問題ととらえています。ご家庭におかれましても、しっかりと認識し

ていただき、子ども達を危険にさらすことがないようお願いしたいと思います。 

学校は「学びの場」です。子どもたちが学習に集中できるよう学校と家庭が協力して環

境づくりを行う必要があります。スマートフォンに限らず、学習に不必要な物は持って行

かせないことを徹底していただきますようよろしくお願いいたします。 
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